
令 和 ３ 年
２月16日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可
（
都
市
計
画
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠き

よ

の
設
置
に
関
す
る
工
事

の
完
了
（
都
市
計
画
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

新
山
口
駅
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
の
認
可
（
住
宅
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

自
然
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

や
ま
ぐ
ち
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
農
業
振
興
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
墓
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
公
告

一
般
競
争
入
札
の
実
施

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都
市

計
画
道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

下
松
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
百
十
一
大
手
線

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
五
・
二
百
十
九
半
上
通
線

周
南
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
五
・
二
百
二
十
六
豊
井
恋
ヶ
浜
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

下
松
市
琴
平
町
一
丁
目
並
び
に
大
字
東
豊
井
字
半
上
、
字
大
年
、
字
堤
田
、
字
中
豊
井
及
び
字
花

垣
山
口
県
告
示
第
五
十
四
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠き

よ

等
の
設
置
に
関
す
る
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

公
共
下
水
道
の
名
称

周
防
大
島
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二

工
事
の
内
容
及
び
区
域
又
は
区
間

内

容

区

域

又

は

区

間

幹
線
管
渠き

よ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
椋
野
字
田
ノ
迫
一
〇
三
の
五
地
先
か
ら

同
郡

同
町
大
字
久
賀
字
新
開
五
一
一
〇
の
二
地
先
ま
で

及
び
同
郡

同
町
大
字
椋
野
字
田
ノ
迫
一
〇
三
の
五
地
先
か
ら

同
郡

同
町
大
字
西
三
蒲
字
高
尾
二
三
八
五
の
一
地
先
ま
で

終
末
処
理
場

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
椋
野
字
田
ノ
迫
一
〇
一
の
一
、
一
〇
三
の
一
、
一
〇
三
の
四
、
一

〇
三
の
五
、
一
一
六
六
の
一
、
一
一
六
七
及
び
一
一
六
八
、
字
田
ノ
迫
第
一

一
〇
五
及
び

一
〇
六
並
び
に
字
田
ノ
迫
丸
子
一
一
七
二
、
一
一
七
三
及
び
一
一
七
九

三

工
事
の
完
了
の
日

令
和
三
年
二
月
十
六
日

一
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山
口
県
告
示
第
五
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
山

口
駅
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

新
山
口
駅
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

施
行
地
区

山
口
市
小
郡
下
郷
字
渡
り
上
壱
及
び
字
番
屋
中
の
各
一
部

三

事
務
所
の
所
在
地

山
口
市
小
郡
下
郷
一
二
八
九
番
八
号

四

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
二
月
十
六
日

五

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
初
年
度
に
あ
っ
て
は
、
令
和
三
年
二
月
十
六
日
か
ら

同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）

七

公
告
の
方
法

施
行
地
区
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

八

個
別
利
用
区
内
の
宅
地
へ
の
権
利
変
換
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

個
別
利
用
区
は
、
定
め
な
い
。

九

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

令
和
三
年
三
月
十
七
日
ま
で

公

告

（
四
三
）
自
然
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
自
然
公
園
施
設
条
例
（
平
成
七
年
山
口
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
自
然
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
豊
田
湖
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

下

関

市

山
口
県
角
島
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

〃

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
関
市

下
関
市
南
部
町
一
番
一
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
自
然
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
須
佐
湾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

萩

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩
市

萩
市
大
字
江
向
五
一
〇
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

二
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に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
自
然
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
秋
吉
台
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

美

祢

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
祢
市

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
三
二
六
番
地
一

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
四
四
）
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
立
自
然
観
察
公
園
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と

お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
野
鳥
や
ま
ぐ
ち

山
口
市
阿
知
須
五
〇
九
番
地
五
三

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
園
し
、
又
は
臨
時

に
閉
園
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
園
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
の
使
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
四
五
）
や
ま
ぐ
ち
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
条
例
（
平
成
十
七
年
山
口
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
や
ま
ぐ
ち
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の

と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
般
財
団
法
人
や
な
い
花
の
ま
ち
づ
く
り
振
興
財
団

柳
井
市
新
庄
五
〇
〇
番
地
一

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
園
し
、
又
は
臨
時

に
閉
園
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
園
時
間
又
は
使
用
時
間
を
延
長
し
、

又
は
短
縮
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈤

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

と
。

二
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㈥

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
四
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
門
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

長
門
市
渋
木
、
東
深
川
、
深
川
湯
本
、
真
木
及
び
三
隅
下

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

（
四
七
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

し
ま
す
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
四
目
出
公
園

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
六
千
代
町
公
園

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
八
港
町
公
園

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
十
西
の
浜
公
園

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
十
三
大
浜
公
園

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
十
四
大
須
恵
公
園

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
公
園
六
・
五
・
一
末
広
公
園

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
四
八
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
墓
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
墓
園
の
変
更
に
係
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

し
ま
す
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
墓
園
一
小
野
田
霊
園

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

教
育
委
員
会

公

告一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
三
年
二
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
業
務
の
委
託

㈠

業
務
の
名
称
及
び
数
量

四
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山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務

一
式

㈡

業
務
の
内
容

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

履
行
期
間

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈣

履
行
場
所

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
場
所

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
元
年
山
口
県
告
示
第
六
十
二

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県

告
示
第
四
十
六
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
業
務

の
委
託
の
特
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
三
年
二
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委

託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

㈢

受
領
期
限

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日
午
後
五
時
十
五
分
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
三
年
三
月

三
十
日
午
前
十
時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
教
育
庁
一
号
会
議
室

㈡

日
時

令
和
三
年
三
月
三
十
日
午
前
十
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈤

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
に
申

請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
九
三
）
に

四
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問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴
D
ivision
in
charge
of
the
contract:E
ducationalPolicy
D
ivision,B
oard
of
E
ducation,

Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵
N
ature
of
the
service
to
be
acquired
:D
ispatching
IC
T
support
staff
to
Y
am
aguchi

Prefectural
schools

⑶

T
erm
of
the
contract:A
s
show
n
in
the
tender
docum
entation
and
Specification

⑷

Place
of
perform
ance
:Specified
by
person
in
charge
of
the
contract

⑸

D
ivision
in
charge
of
procurem
ent
and
contact
point
for
the
notice
:
E
ducational

Policy
D
ivision,B
oard
ofE
ducation,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent(T
el.083-933-

4493)

⑹

D
eadline
for
tender
:5
:15
P.M
.M
arch
29,2021
by
m
ail(In
case
ofbringing
a
tender

in
person
:10
:00
A
.M
.M
arch
30,2021)

令
和
三
年
二
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
二
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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